
身体障害者補助犬法

身体障害者補助犬法をここに公布する。

（中略）

第一章　総則

（目的）

第一条　この法律は、身体障害者補助犬を訓練する

事業を行う者及び身体障害者補助犬を使用する身

体障害者の義務等を定めるとともに、身体障害者

が国等が管理する施設、公共交通機関等を利用す

る場合において身体障害者補助犬を同伴すること

ができるようにするための措置を講ずること等に

より、身体障害者補助大の育成及びこれを使用す

る身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、

もって身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄

与することを目的とする。

（定義）

第二条　この法律において「身体障害者補助犬」と

は、盲導犬、介助犬及び聴導犬をいう。

2　この法律において「盲導犬」とは、道路交通法

（昭和三十五年法律第百五号）第十四条第一項に

規定する政令で定める盲導犬であって、第十六条

第一項の認定を受けているものをいう。

3　この法律において「介助犬」とは、肢体不自由

により日常生活に著しい支障がある身体障害者の

ために、物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、
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体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、

スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請

その他の肢体不自由を補う補助を行う犬であっ

て、第十六条第一項の認定を受けているものをい

う。

4　この法律において「聴導犬」とは、聴覚障害に

より日常生活に著しい支障がある身体障害者のた

めに、ブザー音、電話の呼出音、その者を呼ぶ声、

危険を意味する音等を聞き分け、その者に必要な

情報を伝え、及び必要に応じ音源への誘導を行う

犬であって、第十六条第一項の認定を受けている

ものをいう。

第二章　身体障害者補助犬の訓練

（訓練事業者の義務）

第三条　盲導犬訓練施設（身体障害者福祉法（昭和

二十四年法律第二百八十三号）第三十三条に規定

する盲導犬訓練施設をいう。）を経営する事業を行

う者、介助犬訓練事業（同法第四条の二第十二項

に規定する介助犬訓練事業をいう。）を行う者及び

聴導犬訓練事業（同項に規定する聴導犬訓練事業

をいう。）を行う者（以下「訓練事業者」という。）

は、身体障害者補助犬としての適性を有する犬を

選択するとともに、必要に応じ医療を提供する者、

獣医師等との連携を確保しつつ、これを使用しよ

うとする各身体障害者に必要とされる補助を適確



に把握し、その身体障害者の状況に応じた訓練を

行うことにより、良質な身体障害者補助犬を育成

しなければならない。

2　訓練事業者は、障害の程度の増進により必要と

される補助が変化することが予想される身体障害

者のために前項の訓練を行うに当たっては、医療

を提供する者との連携を確保することによりその

身体障害者について将来必要となる補助を適確に

把握しなければならない。

第四条　訓練事業者は、前条第二項に規定する身体

障害者のために身体障害者補助犬を育成した場合

には、その身体障害者補助大の使用状況の調査を

行い、必要に応じ再訓練を行わなければならない。

（厚生労働省令への委任）

第五条　前二条に規定する身体障害者補助犬の訓練

に関し必要な事項は、厚生労働省合で定める。

第三章　身体障害者補助犬の使用に
係る適格性

第六条　身体障害者補助犬を使用する身体障害者

は、自ら身体障害者補助大の行動を適切に管理す

ることができる者でなければならない。

第四章　施設等における身体障害者
補助犬の同伴等

（国等が管理する施設における身体障害者補助犬

の同伴等）

第七条　国等（国及び地方公共団体並びに独立行政

法人（独立行政法人通則法（平成十一年法律第百

三号）第二条第一項に規定する独立行政法人をい

う。）、特殊法人（法律により直接に設立された法

人又は特別の法律により特別の設立行為をもって

設立された法人であって、総務省設置法（平成十

一年法律第九十一号）第四条第十五号の規定の適

用を受けるものをいう。）その他の政令で定める公

共法人をいう。以下同じ。）は、その管理する施設

を身体障害者が利用する場合において身体障害者

補助犬（第十二条第一項に規定する表示をしたも

のに限る。以下この項及び次項並びに次条から第

十条までにおいて同じ。）を同伴することを拒んで

はならない。ただし、身体障害者補助大の同伴に
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より当該施設に著しい損害が発生し、又は当該施

設を利用する者が著しい損害を受けるおそれがあ

る場合その他のやむを得ない理由がある場合は、

この限りでない。

2　前項の規定は、国等の事業所又は事務所に勤務

する身体障害者が当該事業所又は事務所において

身体障害者補助犬を使用する場合について準用す

る。

3　第一項の規定は、国等が管理する住宅に居住す

る身体障害者が当該住宅において身体障害者補助

犬を使用する場合について準用する。

（公共交通機関における身体障害者補助大の同伴）

第八条　公共交通事業者等（高齢者、身体障害者等

の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に

関する法律（平成十二年法律第六十八号）第二条

第三項に規定する公共交通事業者等及び道路運送

法（昭和二十六年法律第百八十三号）第三条第一

号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経

営する者をいう。以下同じ。）は、その管理する旅

客施設（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を

利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条

第四項に規定する旅客施設をいう。以下同じ。）及

び旅客の運送を行うためその事業の用に供する車

両等（車両、自動車、船舶及び航空機をいう。）を

身体障害者が利用する場合において身体障害者補

助犬を同伴することを拒んではならない。ただし、

身体障害者補助大の同伴により当該旅客施設若し

くは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれ

らを利用する者が著しい損害を受けるおそれがあ

る場合その他のやむを得ない理由がある場合は、

この限りでない。

（不特定かつ多数の者が利用する施設における身

体障害者補助犬の同伴）

第九条　前二条に定めるもののほか、不特定かつ多

数の者が利用する施設を管理する者は、当該施設

を身体障害者が利用する場合において身体障害者

補助犬を同伴することを拒んではならない。ただ

し、身体障害者補助大の同伴により当該施設に著

しい損害が発生し、又は当該施設を利用する者が

著しい損害を受けるおそれがある場合その他のや

むを得ない理由がある場合は、この限りでない。

（事業所又は事務所における身体障害者補助犬の

使用）



第十条　事業主（国等を除く。）は、その事業所又は

事務所に勤務する身体障害者が当該事業所又は事

務所において身体障害者補助犬を使用することを

拒まないよう努めなければならない。

（住宅における身体障害者補助犬の使用）

第十一条　住宅を管理する者（国等を除く。）は、そ

の管理する住宅に居住する身体障害者が当該住宅

において身体障害者補助犬を使用することを拒ま

ないよう努めなければならない。

（身体障害者補助犬の表示等）

第十二条　この章に規定する施設等（住宅を除く。）

の利用等を行う場合において身体障害者補助犬を

同伴し、又は使用する身体障害者は、厚生労働省

令で定めるところにより、その身体障害者補助犬

に、その者のために訓練された身体障害者補助犬

である旨を明らかにするための表示をしなければ

ならない。

2　この章に規定する施設等の利用等を行う場合に

おいて身体障害者補助犬を同伴し、又は使用する

身体障害者は、その身体障害者補助犬が公衆衛生

上の危害を生じさせるおそれがない旨を明らかに

するため必要な厚生労働省合で定める書類を所持

し、関係者の請求があるときは、これを提示しな

ければならない。

（身体障害者補助大の行動の管理）

第十三条　この章に規定する施設等の利用等を行う

場合において身体障害者補助犬を同伴し、又は使

用する身体障害者は、その身体障害者補助犬が他

人に迷惑を及ぼすことがないようその行動を十分

管理しなければならない。

（表示の制限）

第十四条　何人も、この章に規定する施設等の利用

等を行う場合において身体障害者補助犬以外の犬

を同伴し、又は使用するときは、その犬に第十二

条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示をして

はならない。ただし、身体障害者補助犬となるた

め訓練中である犬又は第十六条第一項の認定を受

けるため試験中である犬であって、その旨が明示

されているものについては、この限りでない。

第五章　身体障害者補助犬に関する
認定等

（法人の指定）

第十五条　厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める

ところにより、身体障害者補助犬の種類ごとに、

身体障害者補助犬の訓練又は研究を目的とする民

法（明治二十九年法律第八十九号）第三十四条の

規定により設立された法人又は社会福祉法（昭和

二十六年法律第四十五号）第三十一条第一項の規

定により設立された社会福祉法人であって、次条

に規定する認定の業務を適切かつ確実に行うこと

ができると認められるものを、その申請により、

当該業務を行う者として指定することができる。

2　厚生労働大臣は、前項の規定による指定をした

ときは、当該指定を受けた者（以下「指定法人」

という。）の名称及び主たる事務所の所在地を公示

しなければならない。

3　指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在

地を変更しようとするときは、あらかじめ、その

旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4　厚生労働大臣は、前項の規定による届出があっ

たときは、当該届出に係る事項を公示しなければ

ならない。

（同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力の認定）

第十六条　指定法人は、身体障害者補助犬とするた

めに育成された犬（当該指定法人が訓練事業者と

して自ら育成した犬を含む。）であって当該指定法

人に申請があったものについて、身体障害者がこ

れを同伴して不特定かつ多数の者が利用する施設

等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさな

いことその他適切な行動をとる能力を有すると認

める場合には、その旨の認定を行わなければなら

ない。

2　指定法人は、前項の規定による認定をした身体

障害者補助犬について、同項に規定する能力を欠

くこととなったと認める場合には、当該認定を取

り消さなければならない。

（改善命令）

第十七条　厚生労働大臣は、指定法人の前条に規定

する認定の業務の適正な運営を確保するため必要

があると認めるときは、当該指定法人に対し、そ

の改善のために必要な措置をとるべきことを命ず

148



ることができる。

（指定の取消し等）

第十八条　厚生労働大臣は、指定法人が前条の規定

による命令に違反したときは、その指定を取り消

すことができる。

2　厚生労働大臣は、前項の規定により指定を取り

消したときは、その旨を公示しなければならない。

（報告の徴収等）

第十九条　厚生労働大臣は、指定法人の第十六条に

規定する認定の業務の適正な運営を確保するため

必要があると認めるときは、当該指定法人に対し、

その業務の状況に関し必要な報告を求め、又はそ

の職員に、当該指定法人の事業所又は事務所に立

ち入り、その業務の状況に関し必要な調査若しく

は質問をさせることができる。

2　前項の規定により立入調査又は質問をする職員

は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請

求があるときは、これを提示しなければならない。

3　第一項の規定による立入調査及び質問の権限

は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。

（厚生労働省令への委任）

第二十条　この章に定めるもののほか、指定法人及

び身体障害者補助犬に関する認定に関し必要な事

項は、厚生労働省令で定める。

第六章　身体障害者補助犬の衛生の
確保等

（身体障害者補助大の取扱い）

第二十一条　訓練事業者及び身体障害者補助犬を使

用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師

の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめること

なく愛情をもって接すること等により、これを適

正に取り扱わなければならない。

（身体障害者補助犬の衛生の確保）

第二十二条　身体障害者補助犬を使用する身体障害

者は、その身体障害者補助犬について、体を清潔

に保つとともに、予防接種及び検診を受けさせる

ことにより、公衆衛生上の危害を生じさせないよ

う努めなければならない。

（国民の理解を深めるための措置）

第二十三条　国及び地方公共団体は、教育活動、広
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報活動等を通じて、身体障害者の自立及び社会参

加の促進のために身体障害者補助犬が果たす役割

の重要性について国民の理解を深めるよう努めな

ければならない。

（国民の協力）

第二十四条　国民は、身体障害者補助犬を使用する

身体障害者に対し、必要な協力をするよう努めな

ければならない。

第七章　罰則

第二十五条　第十九条第一項の規定による報告をせ

ず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定に

よる立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若

しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の

答弁をした場合には、その違反行為をした指定法

人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処す

る。

附則

（施行期日）

第一条　この法律は、平成十四年十月一日から施行

する。ただし、第二章の規定（介助犬又は聴導犬

の訓練に係る部分に限る。）は平成十五年四月一日

から、第九条の規定は同年十月一日から施行する。

（経過措置）

第二条　道路交通法第十四条第一項の盲導犬に関し

ては、当分の間、第五章の規定は、適用しない。

この場合において、第二条第二項中「政令で定め

る盲導犬であって、第十六条第一項の認定を受け

ているもの」とあるのは、「政令で定める盲導犬」

とする。

第三条　肢体不自由又は聴覚障害により日常生活に

著しい支障がある身体障害者は、第四章に規定す

る施設等の利用等を行う場合において、その者の

補助を行う犬であって第十六条第一項の認定を受

けていないものを同伴し、又は使用するときは、

平成十六年九月三十日までの間に限り、第十四条

の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、その犬に「介助犬」又は「聴導犬」と



表示をすることができる。

第四条　前二条に定めるもののほか、この法律の施

行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

（新たに身体障害者補助犬が行う補助以外の補助

を行う犬が使用されることとなった場合の措置）

第五条　日常生活に著しい支障がある身体障害者の

補助を行うため、新たに身体障害者補助犬が行う

補助以外の補助を行う犬が使用されることとなっ

た場合には、その使用の状況等を勘案し、身体障

害者補助犬の制度の対象を拡大するために必要な

法制上の措置が講ぜられるものとする。

（検討）

第六条　この法律の施行後三年を経過した場合にお

いては、身体障害者補助犬の育成の状況、第四章

に規定する施設等における身体障害者補助犬の同

伴又は使用の状況その他この法律の施行の状況に

ついて検討が加えられ、その結果に基づいて必要

な措置が講ぜられるものとする。
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